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少年院矯正教育課程の編成、運営及び評価の基準について（通達） 

標記について、下記のとおり定め、少年院法（平成２６年法律第５８号。以下

「法」という。）の施行の日（平成２７年６月１日）から実施することとしたの

で、その適正な運用に配意願います。 

記 

第１ 用語の定義 

この通達において使用する用語は、法及び少年院法施行規則（平成２７年

法務省令第３０号）で使用する用語の例によるものとする。 

第２ 少年院矯正教育課程の編成 

１ 編成の方針 

⑴  少年院矯正教育課程は、矯正教育課程に関する訓令（平成２７年法務省

矯少訓第２号大臣訓令）及び平成２７年５月１４日付け法務省矯少第９２

号当職依命通達「矯正教育課程に関する訓令の運用について」（以下「矯

正教育課程通達」という。）において定められた各矯正教育課程の矯正教

育の重点的な内容等が、具体的な矯正教育の目標、内容、実施方法等とし

て反映されるよう、総合的に編成するものとする。 

⑵ 少年院矯正教育課程には、矯正教育課程通達において定められた各矯正

教育課程の矯正教育の目標（以下「課程別教育目標」という。）を達成す

るために、在院者の改善更生の程度に見合うよう処遇の段階ごとに、矯正



機密性２・完全性１・可用性１ 
 

教育の目標及び標準的な期間を設定した上で、平成２７年５月１４日付け

法務省矯少第９１号当職通達「矯正教育の内容について」（以下「矯正教

育内容通達」という。）の各指導の内容及び実施方法等を系統的、発展的

に配列するものとする。 

⑶ 少年院矯正教育課程は、これを基に在院者の特性に応じた個人別矯正教

育計画を策定することを踏まえ、具体的に編成するものとする。 

⑷ 処遇の段階ごとに定める矯正教育の目標（以下「段階別教育目標」とい

う。）は、課程別教育目標を踏まえ、矯正教育における処遇の最高段階で

到達すべき目標に向けて段階的に設定し、これを順次達成できるように矯

正教育の内容及び実施方法を精選するものとする。 

⑸ 少年院矯正教育課程は、法第２３条の２第１項に規定された被害者等の

被害に関する心情、被害者等の置かれている状況及び同条第２項の規定に

より聴取した心情等を矯正教育の実施の際に考慮することができるよう

に編成するものとする。 

⑹ 少年院矯正教育課程は、当該施設の人的及び物的諸条件、地域社会の諸

特性等を十分に考慮して編成するものとする。 

２ 編成の方法 

⑴ 少年院矯正教育課程には、次の項目を盛り込むものとする。 

ア 少年院矯正教育課程（表）（別紙様式１） 

(ｱ) 対象者 

(ｲ) 教育方針 

(ｳ) 段階別教育目標 

(ｴ) 段階別教育期間（処遇の段階ごとの標準的な教育期間をいう。以下

同じ。） 

(ｵ) 矯正教育の内容及び実施方法 

イ  週間標準日課表（別紙様式２） 

(ｱ) 週間標準日課 

(ｲ) 指導内容別実施時数 

ウ 年間指導計画表（別紙様式３） 

エ 少年院矯正教育課程の運営に関する事項 

オ 少年院矯正教育課程の評価に関する事項 

⑵ 少年院矯正教育課程の編成は、次の手順により各年度に行うものとする。 

ア 調査及び改善点の確認 

次に掲げる事項について調査した上で、前年度の実施結果及び評価

を踏まえた改善点（前年度に同一の矯正教育課程が指定されていた場

合に限る。）を確認する。 

(ｱ) 在院者の特性及び教育上の必要性 

(ｲ) 施設の人的及び物的諸条件 
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(ｳ) 地域社会の環境、社会資源等 

イ 教育方針の設定 

教育方針は、上記アの状況を踏まえ、矯正教育課程ごとの重点的な内

容等を考慮し、法第１条に規定した目的を達成するために設定する。 

ウ 段階別教育目標の設定 

(ｱ) 段階別教育目標は、在院者の特性及び教育上の必要性に基づき、矯

正教育課程ごとの重点的な内容等に配意して、処遇の段階ごとに二つ

以上設定する。  

(ｲ) 段階別教育目標の設定に当たっては、各矯正教育課程の対象者に対

して行う重点的な内容や到達すべき水準が具体的に明らかになるよ

うに留意するものとする。 

エ 矯正教育の内容及び実施方法の設定 

(ｱ) 矯正教育の内容及び実施方法は、処遇の段階別及び法第２４条から

第２９条までに規定する指導の内容別に設定する。 

(ｲ) 設定に当たっては、矯正教育内容通達に規定する指導内容の細目の

別を定める。 

オ 課業の設定 

(ｱ) 課業（矯正教育の時間帯において行う矯正教育をいう。以下同じ。

）については、１単位時間を５０分とする。ただし、指導上必要があ

る場合には、これを変更することができる。 

(ｲ) １週間当たりの課業単位時数は、原則として４０単位時間以上とす

る。 

カ 少年院矯正教育課程（表）の編成 

上記アからオまでを踏まえ、少年院矯正教育課程（表）を編成する。 

キ 週間標準日課表及び年間指導計画表の作成 

少年院矯正教育課程（表）を踏まえ、週間標準日課表及び年間指導計

画表を作成する。 

ク 少年院矯正教育課程の運営に関する事項 

基本方針、職員体制、在院者の集団編成、指導上の留意事項その他の

少年院矯正教育課程の運営に必要な事項を適宜の様式で明らかにする

ものとする。 

ケ 少年院矯正教育課程の評価に関する事項の作成 

少年院矯正教育課程の評価の方針、評価に係る実施体制その他の評

価に当たり必要な事項を適宜の様式で明らかにするものとする。 

第３ 少年院矯正教育課程の運営 

１ 運営の方針 

⑴ 少年院矯正教育課程は、組織的に運営するものとする。 

⑵ 少年院矯正教育課程の運営に当たっては、専門的な知識及び技能を活
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用するとともに、そのための研究及び研さんに努めるものとする。 

⑶ 少年院矯正教育課程の運営に当たっては、仮退院（第５種少年院在院者

にあっては、退院）後の保護観察における処遇と有機的な一貫性を保持す

るよう努めるものとする。 

２ 運営の方法 

⑴ 週間標準日課表を基に週ごとの具体的な教育計画を記載した週間計画

表を作成した上で実施するものとする。 

⑵ 課業については、指導内容を細分化した単元ごとの指導案を作成して

実施するものとする。 

⑶ 矯正教育の時間帯以外において行う矯正教育のうち、一定期間継続し

て実施するものについては、指導案又はそれに準ずる計画案を作成して

実施するものとする。 

第４ 少年院矯正教育課程の評価等 

１ 評価の方法 

⑴ 少年院の長は、別紙様式４の項目ごとに評価を行うものとする。 

⑵ 評価は、職員の意見を基に行い、必要に応じ、在院者の感想、外部協力

者の意見、研究授業、処遇審査会等の結果、再入院者調査の結果、個人別

矯正教育計画の変更の頻度などを参酌して行うものとする。 

⑶ 評価の時期は、次のとおりとする。 

ア 定期評価 

年度末に少年院矯正教育課程の全般の評価を行うものとする。 

イ 臨時評価 

必要に応じ、臨時に少年院矯正教育課程の評価を行うことができる。

２ 少年院矯正教育課程の見直し 

少年院の長は、定期評価又は臨時評価を行った結果、必要と認めるときは、

少年院矯正教育課程の見直しを行うものとする。 

第５ その他 

１ 少年院は、定期評価の結果又は要点について別紙様式４に記載の上、毎年

４月２０日までに、当局及び矯正管区に少年院矯正教育課程（表）及び週間

標準日課表とともに提出するものとする。 

２ 少年院は、臨時評価の結果、少年院矯正教育課程（表）が見直されたとき

は、速やかに、矯正管区に別紙様式４及び同（表）を提出するものとする。 

３ 少年院は、新たに実施すべき矯正教育課程の指定を受け、少年院矯正教育

課程（表）が作成されたときは、当局及び矯正管区に同（表）及び週間標準

日課表を提出するものとする。 

４ 矯正管区は、上記１又は３の規定により少年院矯正教育課程（表）の提出

を受けたときは、管内に所在する少年院及び少年鑑別所並びに家庭裁判所、

検察庁、地方更生保護委員会及び保護観察所その他関係機関に同（表）を共
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有するものとする。 



別紙様式１

種別 年齢

　被害者の視点を取り
入れた教育

　薬物非行防止指導

　性非行防止指導

　暴力防止指導

　家族関係指導

　交友関係指導

　成年社会参画指導

少年院矯正教育課程（表）（○○○○課程　△△）

○　○　少　年　院　　

対象者

教　育　方　針

処　　遇　　の　　段　　階 ３　　　　　級 ２　　　　　級 １　　　　　級

段階別教育期間

段階別教育目標

矯
正
教
育
の
内
容
及
び
実
施
方
法

生活指導

基本的生活訓練

問題行動指導

治療的指導

被害者心情理解指導

体育指導 体育

保護関係調整指導

進路指導

特定生活指導

職業指導
（下段：専門的職
業訓練を要する

者）

職業生活設計指導

職業能力開発指導

職業能力開発指導

教科指導
（下段：高等学校
教育を要する者）

義務教育指導

補習教育指導

高等学校教育指導

高等学校教育指導

特別活動指導

自主的活動

クラブ活動

情操的活動

行事

社会貢献活動



別紙様式２

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

課業単位時間数

運　　動

余　　暇

矯正教育

指導内容別課業単位時間数

生活指導

職業指導

教科指導

体育指導

特別活動指導

（注）施設の実情に応じて、適宜様式を変更し、複数の矯正教育課程、処遇の段階を記載して差し支えない。

日土金木水火

週間標準日課表

日土金木水火

月

処遇の段階

矯正教育課程

月

土 日月 火 水 木 金



別紙様式３

生活指導 職業指導 教科指導 体育指導 特別活動指導 備　　考

４　月

５　月

６　月

７　月

８　月

９　月

１０月

１１月

１２月

１　月

２　月

３　月

毎　月

その他

年間指導計画表

（注２）施設の実情に応じて、適宜様式を変更して差し支えない。ただし、指導内容別区分（生活指
導等）が識別できるように記載すること。

（注１）本様式は、週間標準日課表に記載されるような日常的・継続的な課業ではないが、季節や時
期に応じて実施する行事等、特別に時間を設定して行う活動のみを記載する。
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施設名　　　：
矯正教育課程：

１　少年院矯正教育課程の編成について
（１）教育方針及び段階別教育目標

（評価） （改善を要する点）
・ 在院者の特性及び教育上の必要
性並びに矯正教育課程ごとの
「重点的な内容」に応じた教育
方針であったか。

・ 施設や在院者の実態を踏まえた
教育方針であったか。

・ 段階別教育目標は、通達上の教
育目標を系統的、発展的に達成
するよう設定されていたか。

（２）段階別標準教育期間
・　処遇の段階ごとの指導の狙いに
応じた妥当な期間設定であった
か。

（３）矯正教育の内容及び実施方法
・ 指導内容及び実施方法の選定、
配列は、通達上の教育目標達成
に関し妥当であったか。また、
一般社会で行われている仕事や
教育活動、社会活動に関わる機
会が増えるよう努めたか。

・ 週間標準日課及び年間指導計画
は通達上の教育目標達成に関し
妥当であったか。

２　少年院矯正教育課程の運営及び評価について
（１）指導計画
・ 週間標準日課表に基づく標準課
業指導時数、集団編成等は妥当
であったか。

・ 週間計画表の作成が行われた
か。

・ 指導案又はそれに準ずる計画案
等は妥当であったか。

少年院矯正教育課程の評価及び改正点
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（２）評価体制
・ 指導内容別実施単位数を満たし
ているか。

・ 必要に応じて臨時の評価が行わ
れたか。

・ 上記評価に基づき少年院矯正教
育課程の変更・充実を図った
か。

（３）その他運用に関する事項
・ 少年院矯正教育課程の意義につ
いて職員への周知徹底が図ら
れ、意見を聴取したか。

・ 少年院矯正教育課程を効果的に
実施するための職員の指導力向
上が図られたか。

・ 必要な教材、教具等は備え付け
られているか。また、事業所の
事業主、学校の長、学識経験の
ある者その他適当と認める者に
積極的に委嘱して矯正教育の援
助を行わせるほか、ＩＣＴ機器
の活用等により、実践的かつ効
果的な内容となるよう努めた
か。

・ 個人別矯正教育計画の作成、実
施は少年院矯正教育課程を踏ま
え、弾力的に運用されたか。

３　少年院矯正教育課程の改正の要点
評価や意見を踏まえて、編成、実施方法等で改正した内容を記載する。
・

・

・

・

・

・

・

４　その他留意すべき事項


